
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時  期 内   容 

１月５日～２月２日 募集期間 

２月 3日～2月 27日 事業内容のヒアリング・確認(予定) 

４月下旬 審査～採択事業の内示 

 

 

 

 

 

 

長野県（南信州地域振興局）プレスリリース 令和７年（2025 年）12 月 24 日 

長野県では、市町村、公共的団体等(住民団体、NPO 法人、地域づくりを行うグループ・協議会

等)の皆様が、自らの知恵と工夫により、地域の元気を生み出すモデル的で発展性のある各種取組

を、「地域発 元気づくり支援金」により支援しています。 

令和８年度の南信州地域の支援金事業を次のとおり募集しますので、積極的にご応募ください。

また、募集期間中は、随時事前相談を受け付けていますので、積極的に御活用ください。 

令和８年度｢地域発 元気づくり支援金｣事業を募集します 
～ 地域づくりに活用してみませんか ～ 

概  要 「令和８年度 地域発 元気づくり支援金の概要」（別添１）をご覧ください。 

対象団体 市町村・広域連合・一部事務組合 または 公共的団体等 

 
募集期間 令和８年１月５日（月）から２月２日（月）まで 

応募方法 １ 市町村、広域連合、一部事務組合 

県飯田合同庁舎３階 リニア活用・企画振興課に応募書類を１部提出 

２ 公共的団体等 

活動拠点のある市町村(別添２)に応募書類を２部提出 

(市町村へ提出する際に、担当課(別添２参照)宛てに連絡をお願いいたします。) 

提出書類 
事業計画書及び別紙様式は、南信州地域振興局ホームページ内の「地域発 元気づくり

支援金｣ページからダウンロードできます。 
https://www.pref.nagano.lg.jp/minamichi/minamichi-kikaku/shienkin/shienkin/index.html  

<事業計画書の添付書類> 

○ 事業計画の位置図、見取図、設計図、設計書及び見積書など 

○ 公共的団体等の規約（会則）及び予算書 

支援金に関する相談を随時受け付けていますので、下記担当まで御連絡ください。 

【 受付時間 平日９:00～16:30 】 

<相談内容> 

元気づくり支援金の応募や活用に関すること全般(申請を検討している事業は対象にな

るか、購入したい物品は対象経費になるか、どのように申請したらよいか、など) 

事前相談 

スケジュール 

（問合せ先） 

南信州地域振興局 リニア活用・企画振興課 

（課長）矢沢 （担当）松澤、福田 

電 話 0265-53-0401（直通） 

    0265-53-1111 (代表) 2315(内線) 

ＦＡＸ 0265-53-0404 

E-mail  minamichi-kikaku@pref.nagano.lg.jp 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/minamichi/minamichi-kikaku/shienkin/shienkin/index.html
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※ 令和７年 12月現在の予定のため、内容の一部が変更になる場合があります。 

１ 趣   旨 

豊かさが実感でき、活力あふれる輝く長野県づくりを進めるため、市町村や公共的団体が住民と

ともに、自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展

性のある事業に対して、支援金を交付する。 
 
 

２ 交付対象者 

（１） 市町村、広域連合、一部事務組合 

（２） 公共的団体等（県内に事務所を有し、公共的活動又は地域の活性化に資する活動を営む団体） 
 
 

３ 交付対象事業 

（１） 自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展

性のある事業のうち、次に掲げる事業 

① 地域協働の推進に関する事業 

② 保健、医療、福祉の充実に関する事業 

③ 教育、文化の振興に関する事業  

④ 安全・安心な地域づくりに関する事業 

⑤ 環境保全、景観形成に関する事業 

⑥ 産業振興、雇用拡大に関する事業 

   ア 特色ある観光地づくり     

イ 農業の振興と農山村づくり 

   ウ 森林づくりと林業の振興    

エ 商業の振興 

   オ その他地域の特色、個性を活かした産業振興、雇用拡大に資する事業 

⑦ 市町村合併に伴う地域の連携の推進に関する事業 

⑧ その他地域の元気を生み出す地域づくりに資する事業 

（２） これまでの重点テーマに代えて、令和７年度以降は信州未来共創戦略に基づく、県として特

に重点的に推進したい取組を「重点支援対象事業」として指定し、該当する事業の補助率をか

さ上げする。 

   ※注意 

補助率のかさ上げがされる事業は、令和７年度以降適用されている選定基準（下記８「令

和７年度実施事業からの改正事項」参照）を満たし、重点支援対象事業に該当する事業。 

   ※重点支援対象事業の内容については、県 HPに掲載。 

    （県 HP）https://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/kensei/shichoson/shinko/shienkin/index.html 
 
 

４ 交付対象外事業 

（１） 長野県が交付する補助金等の交付対象事業 

（２） 国庫補助金等を受けた事業及び国・県等の外郭団体から助成金を受けた事業 

（３） 分担金、負担金の支出に限られる事業 

（４） 宗教関連事業、政治関連事業及び公序良俗に反する事業 

（５） 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

５ 交付対象経費 

  交付対象事業の実施に要する経費から、下記に掲げる交付対象外経費及び特定財源（地方債、

令和８年度 地域発 元気づくり支援金の概要 ※ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/kensei/shichoson/shinko/shienkin/index.html
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分担金・負担金、事業収入等）を控除した経費（ただし、公共的団体等の事業については、特定

財源(地方債を除く)も対象経費に含める。） 

【交付対象外経費】 

① 団体・施設の運営費や人件費  

② 用地取得又は賃借に要する経費及び補償費 

③ 地方債の償還に充当する費用    

④ 調査研究及び計画作成に係る経費 

⑤ 食糧費（ただし、一部事業を除く。） 

⑥ 汎用性のある機器(ノートパソコン等)の購入に係る費用 

⑦ 以前から実施されているイベント等に関する経費(ただし、これまでの取組に加えて、新たな

取組や視点、工夫等が伴っている場合は、この限りではありません。) 

※⑥・⑦については地域発元気づくり支援金交付要綱第４（１）に規定する交付対象外経費のう

ち、カの「その他地域振興局長が不適当と認める経費」にて定めています。 

６ 支援金の交付額 

（１）補助率 

事 業 対 象 者 補助率 
重点支援対象事業
に該当する場合の

補助率 

ソフト事業 市町村等、公共的団体等 ３／４以内 ４／５以内 

ハード事業 

市町村等（下記の市町村を除く。） １／２以内 ２／３以内 

 財政力指数が県平均以下の市町村 ２／３以内 ３／４以内 

公共的団体等 ２／３以内 ３／４以内 
 
（２）補助限度額  補助額の下限３０万円 上限 500万円 
 
 

７ 選 定 方 法 

（１） 地域に設置する選定会議の意見を聴き、「選定方針」を定め、採択事業を選定 

（２） 選定会議 

  ア 地域振興局長並びに市町村長、現地機関の長及び有識者で構成 

  イ 選定会議構成員は、概ね５名程度 

  ウ 選定方針や重点支援対象事業を踏まえて、採択事業の選定に当たり構成員の意見を聴く。 
 

８ 選 定 基 準 

広域的に連携した事業又は人口減少下において真に持続可能な地域づくりに資する事業であ

り、以下を満たすこと。 

（１）地域の実情や住民ニーズに対応した事業計画であること 

また、公益性の高い事業であること 

（２）事業実施に向けて関係者の合意形成が図られていること 

また、関係法令等に係る諸手続きがなされていること 

（３）事業の有効性が認められること(費用対効果、実施時期、計画の熟度、事業効果等） 

（４）＜市 町 村 の 場 合＞ 

地域住民の参画を得て実施する事業、あるいは地域住民の自主的、主体的な活動を促す

事業であること 

＜公共的団体の場合＞  

事業の効果が組織内に留まることなく、広く地域住民を巻き込む事業であること 

（５）事業の継続性、発展性が認められること(将来計画、自立的な組織体制及び資金計画） 

（６）その他、地域振興局長が必要と認める基準を満たしていること 



 

 

3 

 

※南信州地域は（南信州における地域課題の解決や「しあわせ信州創造プラン 3.0 南信州地域

計画」の推進に資する事業であること。）を（６）にて定める。 

 

 

９ 広報表示 

支援金により取得（作成）した備品・設備、印刷物等へ支援金を活用した事業である旨を表示 

 

令和７年度実施事業から適用されている選定基準に関する改正事項 

令和７年度から選定基準が改正され、上記（１）～（６）の従来基準に加えて 

◎新基準 A「広域的に連携した事業」 

又は 

◎新基準 B「人口減少下において真に持続可能な地域づくりに資する事業」 

のいずれかに該当し、かつ従前の選定基準である（１）～（６）の基準を満たす事業を支援 

対象とする。 

 

 新基準 A「広域的に連携した事業」 

→事業の実施主体として、単一の市町村域を越えて連携していることを要件とする。 

 新基準 B「人口減少下において真に持続可能な地域づくりに資する事業」 

→地域の住民生活に目に見える変化をもたらすことを成果目標として明確に設定し、かつ補

助金活用後の自走のビジョンが明確であることを要件とする。 

  

※注意（新基準移行に伴う経過措置） 

令和７年度から令和８年度までは、経過措置として予算の範囲内で従来（令和６年度ま

で）の選定基準である（１）～（６）のみを満たす事業も支援対象とする。ただし、採

択に当たっては新基準を満たす事業を優先する。 

  ⇒令和９年度以降は、（１）～（６）だけでなく、令和７年度事業から改正された新しい

基準（「広域的に連携した事業」又は「人口減少下において真に持続可能な地域づくり

に資する事業」）にも該当する必要がありますので、ご注意ください。 

 ※注意（重点支援対象事業の補助率かさ上げ） 

  上記３のとおり、重点支援対象事業に該当することによる補助率のかさ上げ対象とするに

は、令和７年度以降適用されている選定基準（新基準 A又は B）を満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

該当しない 該当する

該当

しない
支援金対象外

令和８年度実施事業まで支援金対象

（経過措置）

※重点支援対象事業に該当しても補助率

かさ上げ不可。

※新基準該当事業より採択順位が下位に。

該当する 支援金対象外

令和７年度以降、支援金対象

※重点支援対象事業に該当すれば補助率

かさ上げ

従前の基準

新基準
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10 事業評価及び公表 

（１）事業主体自ら評価を実施し、地域振興局長に報告。また、公表に努める。 

（２）地域振興局長は、全事業について事業結果を公表する。 

（３）地域振興局長は、選定会議に事業結果を報告する。 

（４）選定会議は、選定基準・選定方針に照らし事業の評価を行うとともに優良事例の選定を行う。 

（５）地域振興局長は、選定会議の評価結果を公表する。 

 

 

11 事業成果の普及 

（１）事業効果の高いと思われる事業について「地域づくり事例集」を作成する。 

（２）地域振興局単位で事業の発表会を開催する。 

（３）県広報等で事業の紹介を行う。 

 

 

◆交付対象事業例◆ 
 

事業区分 事 業 例 

地域協働の推進 ・地域づくり市民フォーラムの開催 

保健、医療、福祉の充実 

・活動量計等を活用した健康づくり促進のための環境整備 

・障がい児者、高齢者等を対象とした口腔ケア 

・子育て支援を行うためのネットワークづくり 

教育、文化の振興 

・伝統文化の保存・伝承事業 

・外国籍市民との交流事業 

・食育シンポジウムの開催 

・文化・スポーツ振興のための交流イベントの開催や環境整備 

安全・安心な地域づくり 

・防災対策や防災意識の向上に資する事業 

・住民支え合い災害マップの作成 

・救命救急講習会の開催 

・自主防災組織の活性化支援 

環境保全、景観形成 

・自然エネルギーの普及・拡大に関する事業 

・公園や里山の遊歩道整備・花木の植樹 

・ホタルの飛び交う自然環境の再生事業 

・地域の貴重な財産を後世に残すための景観整備 

・その他美しい景観の形成に資する事業 

産業振興、雇用拡大 

（観 光） 

（農 業） 

（林 業） 

（商 業） 

（その他） 

・街歩きガイドブックの作成、観光ボランティアの育成 

・遊休荒廃農地の復元事業 

・間伐材を活用した木炭の生産支援、森林体験学習事業 

・商店街活性化イベントの開催、空店舗を活用した定期市の開催 

・工業展等の開催、特産品開発、技術者養成講座の開催 

・障がい者、女性、若者の雇用促進及び就業・定住支援事業 

市町村合併に伴う地域の

連携の推進 

・合併地域における連携の推進と交流を深める事業 

・合併によるブランド統合や一体的な観光資源の開発 

その他 
・移住希望者に対する暮らしや仕事を体験する場の提供 

・結婚活動を支援するための出会いの機会の提供 

 ※上記の事業例は、令和６年度までの選定基準（従来の基準）による対象事業を示したもの。 

 ※令和７年度から改正された新基準のうち、「広域的な連携事業」に該当する事業は引き続き上
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記事業例が支援対象となりうるが、「人口減少下において真に持続可能な地域づくりに資する

事業」については、その要件（上記８の※３参照）を満たす必要があるため、上記事業例が必

ずしも対象になるものではない。 

 ※なお、令和７年度から令和８年度までは、従来の基準による採択も行う（経過措置）。ただし、

採択に当たっては、新基準に該当する事業を優先する。 

 ※事業区分（対象となる分野）は、令和７年度以降も変更なし。 



                                        別添２ 

 

 

 

令和８年度 地域発元気づくり支援金 市町村受付担当課 

※公共的団体等は活動拠点のある市町村（下記担当課）に応募書類を２部提出してください。 

市町村 担当課 

飯田市 

共生・協働推進課 

住所：飯田市東和町２丁目 35番地  

丘の上結いスクエア２階ムトスぷらざ 

電話：０２６５－２２－４５６０ 

松川町 

まちづくり政策課 

住所：下伊那郡松川町元大島 3823 

電話：０２６５－３６－７０１４ 

高森町 

総務課 まちづくり振興係 

住所：下伊那郡高森町下市田 2183番地 1 

電話：０２６５－３５－９４０２ 

阿南町 

総務課 

住所：下伊那郡阿南町東條 58番地１ 

電話：０２６０－２２－２１４１ 

阿智村 

総務課 

住所：下伊那郡阿智村駒場 483番地 

電話：０２６５－４３－２２２０ 

平谷村 

総務課 

住所：下伊那郡平谷村 354 

電話：０２６５－４８－２２１１ 

根羽村 

総務課 

住所：下伊那郡根羽村 2131番地 1 

電話：０２６５－４９－２１１１ 

下條村 

総務課 企画財政係 

住所：下伊那郡下條村睦沢 8801-１ 

電話：０２６０－２７－２３４６ 

売木村 

総務課 

住所：下伊那郡売木村 968番地 1 

電話：０２６０－２８－２３１１ 

天龍村 

地域振興課 

住所：下伊那郡天龍村平岡 878 

電話： ０２６０－３２－１０２３ 

泰阜村 

村づくり振興室 

住所：下伊那郡泰阜村 3236-1 

電話：０２６０－２６－２１１１ 

喬木村 

企画財政課 

住所：下伊那郡喬木村 6664番地 

電話：０２６５－３３－５１２９ 

豊丘村 

総務課 企画財政係 

住所：下伊那郡豊丘村大字神稲 3120番地 

電話：０２６５－３５－３３２２ 

大鹿村 

総務課 

住所：下伊那郡大鹿村大河原 354 

電話：０２６５－４８－６０９５ 

 



No. 重点支援対象候補事業 具体的事業例
信州未来共創戦略の

主な該当項目

1

地域ごとの

ユースセンター（高校生等の居場所など）

の設置や活動支援に資する事業

・設置に向けた取組（ワークショップ等）

・施設整備（既存施設の改修等）

・ユースセンターを活用した継続的な取組（高校生等と地域

住民やセンター同士の交流を促進する取組等）

１-１ 若者の社会参画を

促進しよう

2

政治、地域社会等における

女性リーダーの増加・定着のための

意識改革や育成に資する事業

・固定的性別役割分担意識、ジェンダーギャップ解消に向けた

広報・啓発等

・地域活動等における女性リーダーの育成に向けた講座の開

催等

１-２ 性別による固定的

役割や格差をなくそう

3

地域における

外国人県民の暮らしやすさ向上のための

交流や支援に資する事業

・地域における外国人との交流や支援を目的とした多文化共

生事業（日本文化の体験、各種講座（※）の開催、「やさ

しい日本語」の普及等）

※料理、異文化理解、防災、ゴミの出し方、多文化共生を

推進するための人材養成等

１-５ 多様性を認め合

い、人権を尊重しよう

4

関係人口の創出・拡大に向けた

地域内外の人々の交流拠点の設置・活用や

地域の受入れ環境の向上
に資する事業

・継続的な地域内外の人々の交流を生み出すための組織・

仕組みづくりにつながる事業

・多様な人々の交流拠点となる施設整備と、継続的な利活

用に向けた事業

・地域のルールや魅力を見える化した「地域の教科書」作成

等地域内外の人々の相互理解促進に資する事業

２ 信州の強みを活かした

移住・関係人口の増加

5

ドローンやロボット・AI等の先端技術を活用

した地域の防災力強化や持続性向上
に資する事業

・ドローンによる物資配送ルートの構築（災害時における孤立

集落への物資配送支援等）

・中山間地におけるAI・ロボットの医療・防災分野などへの活

用

３　安心・便利で持続可

能な生活圏の整備促進

6

※追加

地域の核（小さな拠点）形成
に資する事業

・中山間地域において安心して暮らすことができるモデルづくり

に繋がる事業（各種生活サービスの集約・提供、地域内の

交通手段（ネットワーク）の確保等）

３　安心・便利で持続可

能な生活圏の整備促進

7

生活圏内や生活圏間における

地域公共交通の維持・確保
に資する事業

・通院・通学・観光に必要な移動の確保

・路線バス待合環境整備

・自家用車から公共交通への利用転換促進（駅や列車内

での環境教育や体験学習など）

３　安心・便利で持続可

能な生活圏の整備促進

8
コミュニティビジネスによる地域の課題解決
に資する事業

・地域住民を幅広く巻き込みながら、地域の諸課題をビジネス

の手法で解決しようとする持続可能な取組

４-３　社会課題の解決

のために様々な主体で共

創しよう

9

地域の担い手の確保に向けた

特定地域づくり事業協同組合等の設立や

普及促進に資する事業

 ・特定地域づくり事業協同組合や設立・認定につながる取組

（地元事業者の参画促進に向けた機運醸成・先進事例の

視察等）

４-３　社会課題の解決

のために様々な主体で共

創しよう

10
地域における

ゼロカーボンの取組に資する事業

・広域的に連携して実施する地域住民の意識啓発のための

セミナーや断熱改修ワークショップの開催

・地域密着型交通システム(シェアサイクル)の構築支援

ー

R8 地域発 元気づくり支援金　重点支援対象事業

【留意事項】
　・令和７年度から新しく追加された選定基準を満たし、かつ、上記のいずれかの重点支援対象事業に該当する事業は補助率がかさ上げされます。
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取り消し線


